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第 149 号

兵 庫 県 納 税 貯 蓄 組 合 総 連 合 会

温泉小学校　五年
西　村　太　我

日高小学校　五年
真　狩　心　咲

浜坂北小学校　六年
川　﨑　紗　羽

竹野小学校　六年
足　立　真　央

中筋小学校　六年
西　畑　安佳里

城崎小学校　五年
林　　　晴　大

小坂小学校　六年
吉　田　満里亜
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中学生の「税についての作文」 入選者
♦近畿納税貯蓄組合総連合会会長賞

新温泉町立夢が丘中学校 ３年 樹岡　 菜奈

♦兵庫県納税貯蓄組合総連合会会長賞
豊岡市立豊岡南中学校 ３年 松島　 煌明
豊岡市立豊岡北中学校 ３年 上垣　 若菜
近畿大学附属豊岡中学校 ３年 奥田　 花恋

♦豊岡税務署長賞
近畿大学附属豊岡中学校 ３年 切目　 心彩
新温泉町立夢が丘中学校 ３年 熊木 佑希子

♦但馬県民局長賞
香美町立村岡中学校 ３年 西谷　　 陵

♦公益社団法人 豊岡納税協会会長賞
豊岡市立日高東中学校 ３年 田中 ことこ

♦北但地区租税教育推進協議会長賞
近畿大学附属豊岡中学校 ３年 小林　 茉珂

（右上へ続く）

豊岡市立城崎中学校 ３年 谷垣　 稀子
豊岡市立日高東中学校 ３年 芳田　 里珠
豊岡市立日高西中学校 ３年 飯田　 結衣
豊岡市立出石中学校 ３年 宮下　 廣佳
新温泉町立浜坂中学校 ３年 増田　 愛桜

♦豊岡納税貯蓄組合連合会会長賞
豊岡市立港中学校 ３年 木谷　 乙葉
豊岡市立竹野中学校 ３年 加藤　 唯愛
豊岡市立但東中学校 ２年 福田　 彩夏
香美町立香住第一中学校 ３年 西垣　　 陽
香美町立小代中学校 ３年 穴田　 楓來
新温泉町立浜坂中学校 ３年 桶本　 悠真
新温泉町立夢が丘中学校 ３年 西村　 陸希

♦全国納税貯蓄組合連合会長  感謝状
豊岡市立港中学校

令和令和55年度年度  納税表彰式 盛大納税表彰式 盛大に挙行！に挙行！

　11月10日、令和5年度納税表彰式並びに感謝状贈呈式が、豊岡税務署、公益社団法人豊岡納税協会並び
に豊岡納税貯蓄組合連合会の三者共催により盛大に挙行されました。
　当日は、管内官公庁をはじめ関係諸団体から来賓をお迎えし、花を添えていただきました。
　表彰式典に併せて、新温泉町立夢が丘中学校３年生 樹岡菜奈さん及び近畿大学附属豊岡高等学校１年
生 田邊颯花さんによる「税についての作文」の朗読が行われました。
　栄えある表彰等を受けられた方々は次のとおりです。（敬称略）

♦豊岡税務署長表彰
　三木　 泰典　（公社）豊岡納税協会 副会長
　平野　 慎二　（公社）豊岡納税協会 理事

♦豊岡納税貯蓄組合連合会長表彰
　長田　 通明　豊岡納税貯蓄組合連合会 副会長
　民野　 浩司　豊岡納税貯蓄組合連合会 理事

♦公益社団法人 豊岡納税協会長表彰
　大西　 伸弥　（公社）豊岡納税協会 理事
　榮木　 健二　（公社）豊岡納税協会 理事

♦豊岡税務署長感謝状
　安木 淳一郎　北兵庫酒造組合 副理事長　　　
　久保田 忠明　北但小売酒販組合 理事
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小学生の「税に関する書道・ポスター」 入選者

令和5年度　税についての作品　“令和5年度　税についての作品　“優秀作”決定！！優秀作”決定！！
　豊岡納税貯蓄組合連合会では、次代を担う児童・生徒の皆さんに早くから税に関心を持っていただくことを
目的に、中学生の「税についての作文」並びに小学校５・６年生を対象とした「税に関する書道・ポスター」の募
集を行っています。
　本年度も、各小・中学校から例年以上にたくさんの作品が寄せられ、当連合会管内の応募状況は11ページ
のとおりとなりました。ご応募いただいた児童・生徒の皆さんや、ご指導いただきました先生方はじめ関係各位に
厚くお礼申し上げます。
　審査の結果、入選された方は次のとおりです。（敬称略）

♦豊岡納税貯蓄組合連合会会長賞
豊岡市立豊岡小学校 ６年 上田　 　英
豊岡市立豊岡小学校 ６年 茂上　 侑香
豊岡市立豊岡小学校 ５年 竹中　 想眞
豊岡市立八条小学校 ６年 玉島　 美玖
豊岡市立八条小学校 ５年 門間　 咲奈
豊岡市立三江小学校 ５年 石谷　 大和
豊岡市立田鶴野小学校 ５年 松原　 咲菜
豊岡市立五荘小学校 ６年 片岡　 優結
豊岡市立五荘小学校 ６年 田中　 志歩
豊岡市立五荘小学校 ６年 田中 麻菜美
豊岡市立五荘小学校 ６年 中島　 咲穂
豊岡市立五荘小学校 ６年 山本　 咲帆
豊岡市立五荘小学校 ５年 大上　 七海
豊岡市立五荘小学校 ５年 相良　 叶音
豊岡市立新田小学校 ５年 梶川　 琉有
豊岡市立新田小学校 ５年 坂田　 紘規
豊岡市立神美小学校 ６年 足立　 紗依
豊岡市立竹野小学校 ５年 足立　 大河
豊岡市立府中小学校 ５年 清水　 凛空
豊岡市立八代小学校 ５年 朝尾　 莉凪
豊岡市立日高小学校 ６年 稲場 崇一郎
豊岡市立日高小学校 ５年 伊藤　 百音
豊岡市立三方小学校 ５年 谷垣　 悠人
豊岡市立弘道小学校 ６年 井上　 羽菜
豊岡市立弘道小学校 ６年 樋口　 愛実
豊岡市立弘道小学校 ５年 清水 こはる
豊岡市立福住小学校 ５年 坂田　 夢菜
豊岡市立小野小学校 ６年 川中　 夢粋
香美町立香住小学校 ５年 膳所 ハルヒ
香美町立長井小学校 ６年 原　 亜柚香

【ポスターの部】
♦兵庫県納税貯蓄組合総連合会会長賞

豊岡市立日高小学校 ５年 真狩　 心咲
♦兵庫県納税貯蓄組合総連合会優秀賞

新温泉町立温泉小学校 ５年 西村　 太我
♦豊岡納税貯蓄組合連合会会長賞

豊岡市立日高小学校 ５年 柿本　 彩衣

♦近畿納税貯蓄組合総連合会長  感謝状
豊岡市立三江小学校　　　豊岡市立新田小学校
豊岡市立竹野小学校

【書道の部】
♦兵庫県納税貯蓄組合総連合会会長賞

豊岡市立竹野小学校 ６年 足立　 真央
♦兵庫県納税貯蓄組合総連合会優秀賞

豊岡市立中筋小学校 ６年 西畑 安佳里
豊岡市立小坂小学校 ６年 吉田 満里亜
新温泉町立浜坂北小学校 ６年 川﨑　 紗羽
豊岡市立城崎小学校 ５年 林　　 晴大

♦但馬県民局長賞
香美町立射添小学校 ６年 古川 あさひ

♦公益社団法人 豊岡納税協会会長賞
豊岡市立府中小学校 ５年 西田　 ちな

♦北但地区租税教育推進協議会長賞
豊岡市立豊岡小学校 ６年 高橋　 悠人
豊岡市立八条小学校 ６年 谷口　 凛華
豊岡市立八条小学校 ６年 宮垣　 朱里
豊岡市立三江小学校 ６年 岡本　 笑美
豊岡市立田鶴野小学校 ５年 仲島　 英里
豊岡市立田鶴野小学校 ５年 秦　　 美惺
豊岡市立五荘小学校 ６年 上坂　 眞世
豊岡市立五荘小学校 ６年 岡下　 　創
豊岡市立五荘小学校 ６年 木村　 知溜
豊岡市立五荘小学校 ６年 谷口 さくら
豊岡市立五荘小学校 ６年 平沼　 優芽
豊岡市立新田小学校 ６年 根岸　 悠奈
豊岡市立新田小学校 ５年 伊勢　 梓美
豊岡市立新田小学校 ５年 水田　 仁夏
豊岡市立城崎小学校 ６年 谷垣　 栞莉
豊岡市立城崎小学校 ５年 谷垣　 　感
豊岡市立城崎小学校 ５年 水野　 志保
豊岡市立竹野小学校 ６年 伊藤　 葉那
豊岡市立竹野小学校 ５年 與田　 海晴
豊岡市立府中小学校 ６年 田結庄 一華
豊岡市立日高小学校 ６年 勝地 ももか
豊岡市立清滝小学校 ６年 安岡　 奏空
豊岡市立弘道小学校 ６年 徳網　 唯果
豊岡市立小坂小学校 ６年 中瀬　 愛佳
香美町立柴山小学校 ５年 寺川　 寧々
香美町立長井小学校 ６年 平野 友莉瑛
香美町立小代小学校 ６年 井上　 恵翔
新温泉町立浜坂東小学校 ５年 森上　 天登
新温泉町立温泉小学校 ６年 山地　 真由
新温泉町立照来小学校 ６年 井上　　 駿

（右上へ続く）
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○令和5年分の所得税等の申告・納期限及び口座振替日
申告・納期限 口座振替日

所得税及び復興特別所得税 　令和6年
3月15日（金）

　令和6年
4月23日（火）

消費税及び地方消費税
（個人事業者）

　令和6年
4月 1 日（月）

　令和6年
4月30日（火）

贈　　与　　税 　令和6年
3月15日（金）

※所得税及び復興特別所得税・消費税及び地方消費税の納税については、便利で安全・確実な振替
納税のご利用をお勧めします（ご利用される場合は、事前の届出が必要です）。

《確定申告会場では、スマホ申告を推奨しています》
● スマホ申告には、マイナンバーカード（※1）又はＩＤ・パスワード（※2）が必要です。

（※1）マイナンバーカード発行時に設定した、次のパスワードが必要です。
　　　　・利用者証明用電子証明書（数字 4 桁）
　　　　・署名用電子証明書（英数字 6 文字以上 16 文字以下）
（※2）ID・パスワード方式は暫定的な対応ですので、お早めにマイナンバーカードの取得をお願いします。

　【お問い合わせ先】　豊岡税務署 個人課税部門　TEL 0796（22）2144・（22）2145　

豊岡税務署の確定申告会場の開設期間は、
　令和6年 ２月16日（金）から　　　　　
　　　令和6年 ３月15日（金）までです。

※ 土・日・祝日等は開設しておりません。

※ 相談受付時間は 16時 までですが、混雑状況によっては、早めに相談受付を
終了する場合がありますので、ご了承ください。

※ 確定申告会場への入場には、「入場整理券」が必要です。
 入場整理券は、オンラインで事前発行（※1）又は会場で当日配付（※2）しています。

　（※1）LINE アプリで「国税庁 LINE 公式アカウント」を友達追加してください。
　（※2）配付状況に応じて、後日の来場をお願いする場合があります。

さあ、自宅で e━Tax!
確定申告書作成コーナーから
スマホやパソコンを使って申告してみませんか？

※スマホでも青色申告決算書・収支内訳書の作成が可能です。

税務署で申告書
の作成・相談を希望される方へ税務署で申告書
の作成・相談を希望される方へ

確定申告書等
作成コーナー

友だち追加はこちらから！
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※基準期間の課税売上高が1,000万円以下の場合も申告が必要です

インボイス発行事業者は
消 費 税 の 申 告 が

必要となります

2 割 特 例
新たに課税事業者になられた方には、売上金
額を集計すれば、手軽に納税額が計算でき
る特例があります。

インボイス制度についての一般的なお問い合わせ
イ ン ボ イ ス　
コールセンター 0120-205-553 （無料）
　　　　　　　　　　　　9：00〜17:00 （土日祝除く）

国税庁 HP の 「インボイス制度に関する相談窓口一覧表」 に、
補助金、取引上のお悩み、経営など、各種ご相談先をまとめて
いますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

もっとくわしく知りたい、 経理のデジタル化を進めたいときは?
電子帳簿保存法の取扱通達・Q&A・説明動画や各制度のポイントがわかるパンフレット
などを国税庁ホームページの 「電子帳簿等保存制度特設サイト」 に掲載しています。

令和６年１月以降、全ての事業者は、電子取引データを
データのまま保存することが義務化 されます 

（※申告所得税・法人税に限る）

※令和５年12月31日までに行う電子取引については、保存すべき電子データをプリントアウトして保存し、
税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば差し支えないこととされています（事前申請等は不要）。

ご存じですか? 電子取引データの保存方法

自 宅 で e - T a x
e-Taxを使うと自宅やオフィスから申告ができま
す。なお、個人事業者の方は、確定申告書作
成コーナーで、手軽に申告書が作成できます。

国税庁（法人番号7000012050002）

相談窓口一覧表

2割特例の手引き く法人向け＞ 
e-Taxホームページ

＜個人向け＞
確定申告書等作成コーナー

こちらから
特設サイトに

アクセス
できます
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① 「前年中の開（廃）業」

②「事業用資産の譲渡損失など」

③「所得税で控除対象配偶者などとした専従者」

個人事業税の申告について県
税
版
豊
岡
県
税
事
務
所

「事業税に関する事項」欄への記載をお忘れなく
　所得税の確定申告書及び市町民税・県民税の申告書には、次のような「事業税に関する事項」欄が設けられ
ています。
　この欄は個人事業税の計算上必要ですので、個人事業税が課税になる事業所得などのある人で、該当する
項目がある場合は必ず記載してください。
　該当項目があるにもかかわらず記載がない場合は、個人事業税の各種控除が受けられませんのでご注意くだ
さい。

記載例

●住民税・事業税に関する事項（所得税の確定申告書第二表）

　令和５年中に新たに事業を開始した人、または事業を廃止した人は、必ず記載してください。

　事業主と生計を一にする配偶者や 15 歳以上のその他親族で、その事業にもっぱら従事しており、給与の支払いが実際にさ
れている場合は、所得税の青色申告で配偶者控除や扶養控除の対象とした親族でも、事業税では事業専従者にできますので、
この欄に記載してください。

　事業に使用していた機械、車両、備品などの事業用資産を、その事業に使用しなくなってから１年以内に譲渡した場合で、
しかも損失が生じた時にその損失額だけを記載してください。
　また、白色申告において、事業の所得の計算上生じた損失のうち、被災事業用資産の金額がある場合は、その金額を記載
してください。

軽 油 引 取 税

▲

軽油引取税は、ディーゼル車などの燃料である軽油を購入した場合に課せられる税金です。納められた税金
は、県や指定市の歳出費用に充てられる重要な財源となります。
　税率は、32.1円／㍑（本則税率15.0円／㍑＋特例税率17.1円／㍑）です。

▲

農業、漁業及び林業など法律で定める用途での軽油の使用は、軽油引取税が免税になる場合があります。
　注）ただし、この免税措置（免税軽油）の取扱いは、令和６年（2024年）３月31日までです。

▲

製造軽油（灯油等を混ぜて製造した軽油）や重油・灯油などを自動車の燃料として使用した場合も課税されます。

● 不正軽油に関する情報は、「不正軽油ホットライン」まで

不正軽油
ホットライン

兵庫県税務課　不正軽油特別対策官 …………… TEL 078-647-9152
神戸県税事務所　軽油調査課 …………………… TEL 078-647-9149
豊岡県税事務所　課税第２課　軽油引取税担当…… TEL 0796-26-3630
兵庫県税務課 ……………………………………… FAX 078-362-3906
 E-mail  zeimuka@pref.hyogo.lg.jp

▲

不正軽油とは、知事の承認を受
けないで灯油等を混和して製
造した軽油であり、不正軽油を
自動車の燃料として使用すると
　「軽油引取税の脱税行為」 に
なります。

▲

不正軽油に関わる人は全て罰せられます。

軽油引取税を脱税した場合
不正軽油の原材料などを提供・運搬した場合
不正軽油そのものを製造した場合
不正軽油を運搬・保管・購入・販売した場合
不正軽油を使用した場合

製造すること

自動車用燃料として
使用すること

販売・使用
すること

軽油 灯油・A重油等

灯油・A重油等

不正軽油

大気汚染の原因と
なる物質が増加

＋

不正軽油 不正軽油
とは？

「犯罪」です。は、

自動車の登録手続は忘れずに自動車の登録手続は忘れずに自動車の登録手続は忘れずに

★車を売ったり買ったりしたとき
　（新規・移転登録）

★令和6年度の自動車税（種別割）の納期限は、令和6年5月31日（金）です

★車の使用をやめたとき
　（抹消登録）

★住所などが変わったとき（変更登録）

★新たに自動車をお持ちになる方は
　ナンバープレートのついていない新車また
は中古車を購入した場合は新規の登録を
しましょう。
　ナンバープレートのついている自動車を友
人などから譲り受けたときは必ず移転の
登録をしましょう。

★他人に自動車を譲渡したり、下取りに出す
場合は
　移転の登録をしましょう。
　この手続を他人に委任した場合は、相手
（買い主）の名義になったかどうかを必ず
確かめましょう。

★こわれて動かなくなっている自動車をお持ちの方は
　一日も早く抹消の登録をしましょう。
　これを怠るといつまでも自動車税種別割が課せられる
ことになります。
　抹消の登録をすれば翌月からの税金が返ってきます。

4月1日現在の自動車の所有者（割賦販売の場合は使用者）に対して、5月初旬に
納税通知書をお送りしますので、必ず納期限（5月31日）までに納税をお願いします。

★転居される方は
　住所変更の登録をしましょう。
　住民票を移したからといって車
検証の住所は変更されません。

【お問い合わせ先】　但馬県民局  豊岡県税事務所  課税第１課　☎（0796）26-3628

　兵庫県では、地方税共同機構が運営する地方税ポータルシステム（ｅＬＴＡＸ：エルタックス）を利用し、インター
ネットによる法人県民税・法人事業税・特別法人事業税の電子申告及び電子納税をご利用いただけます。

【お問い合わせ先】　但馬県民局  豊岡県税事務所  課税第１課　☎（0796）26-3628

法人県民税・事業税、特別法人事業税の電子申告について
～申告・納税手続きがインターネットで簡単・便利に～

◎自宅やオフィスから手続きを行うことができます。
◎複数の地方公共団体に対する申告を、１回のデータ送信作業で行えます。
◎市販の税務会計ソフト（ｅＬＴＡＸ対応）で作成した申告データを利用できます。
◎地方税共通納税システムにより、複数の地方団体へ一括して納税ができます。
◎令和２年４月から、大法人（資本金が1億円超の法人等）が行う法人県民税・法人事業税の申告は、
ｅＬＴＡＸによる提出が義務化されています。
※詳細はｅＬＴＡＸホームページ又は兵庫県税務課ホームページをご覧下さい。

エルタックスで
申告・納税をしてね！

①

② ③
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① 「前年中の開（廃）業」

②「事業用資産の譲渡損失など」

③「所得税で控除対象配偶者などとした専従者」

個人事業税の申告について県
税
版
豊
岡
県
税
事
務
所

「事業税に関する事項」欄への記載をお忘れなく
　所得税の確定申告書及び市町民税・県民税の申告書には、次のような「事業税に関する事項」欄が設けられ
ています。
　この欄は個人事業税の計算上必要ですので、個人事業税が課税になる事業所得などのある人で、該当する
項目がある場合は必ず記載してください。
　該当項目があるにもかかわらず記載がない場合は、個人事業税の各種控除が受けられませんのでご注意くだ
さい。

記載例

●住民税・事業税に関する事項（所得税の確定申告書第二表）

　令和５年中に新たに事業を開始した人、または事業を廃止した人は、必ず記載してください。

　事業主と生計を一にする配偶者や 15 歳以上のその他親族で、その事業にもっぱら従事しており、給与の支払いが実際にさ
れている場合は、所得税の青色申告で配偶者控除や扶養控除の対象とした親族でも、事業税では事業専従者にできますので、
この欄に記載してください。

　事業に使用していた機械、車両、備品などの事業用資産を、その事業に使用しなくなってから１年以内に譲渡した場合で、
しかも損失が生じた時にその損失額だけを記載してください。
　また、白色申告において、事業の所得の計算上生じた損失のうち、被災事業用資産の金額がある場合は、その金額を記載
してください。

軽 油 引 取 税

▲

軽油引取税は、ディーゼル車などの燃料である軽油を購入した場合に課せられる税金です。納められた税金
は、県や指定市の歳出費用に充てられる重要な財源となります。
　税率は、32.1円／㍑（本則税率15.0円／㍑＋特例税率17.1円／㍑）です。

▲

農業、漁業及び林業など法律で定める用途での軽油の使用は、軽油引取税が免税になる場合があります。
　注）ただし、この免税措置（免税軽油）の取扱いは、令和６年（2024年）３月31日までです。

▲

製造軽油（灯油等を混ぜて製造した軽油）や重油・灯油などを自動車の燃料として使用した場合も課税されます。

● 不正軽油に関する情報は、「不正軽油ホットライン」まで

不正軽油
ホットライン

兵庫県税務課　不正軽油特別対策官 …………… TEL 078-647-9152
神戸県税事務所　軽油調査課 …………………… TEL 078-647-9149
豊岡県税事務所　課税第２課　軽油引取税担当…… TEL 0796-26-3630
兵庫県税務課 ……………………………………… FAX 078-362-3906
 E-mail  zeimuka@pref.hyogo.lg.jp

▲

不正軽油とは、知事の承認を受
けないで灯油等を混和して製
造した軽油であり、不正軽油を
自動車の燃料として使用すると
　「軽油引取税の脱税行為」 に
なります。

▲

不正軽油に関わる人は全て罰せられます。

軽油引取税を脱税した場合
不正軽油の原材料などを提供・運搬した場合
不正軽油そのものを製造した場合
不正軽油を運搬・保管・購入・販売した場合
不正軽油を使用した場合

製造すること

自動車用燃料として
使用すること

販売・使用
すること

軽油 灯油・A重油等

灯油・A重油等

不正軽油

大気汚染の原因と
なる物質が増加

＋

不正軽油 不正軽油
とは？

「犯罪」です。は、

自動車の登録手続は忘れずに自動車の登録手続は忘れずに自動車の登録手続は忘れずに

★車を売ったり買ったりしたとき
　（新規・移転登録）

★令和6年度の自動車税（種別割）の納期限は、令和6年5月31日（金）です

★車の使用をやめたとき
　（抹消登録）

★住所などが変わったとき（変更登録）

★新たに自動車をお持ちになる方は
　ナンバープレートのついていない新車また
は中古車を購入した場合は新規の登録を
しましょう。
　ナンバープレートのついている自動車を友
人などから譲り受けたときは必ず移転の
登録をしましょう。

★他人に自動車を譲渡したり、下取りに出す
場合は

　移転の登録をしましょう。
　この手続を他人に委任した場合は、相手
（買い主）の名義になったかどうかを必ず
確かめましょう。

★こわれて動かなくなっている自動車をお持ちの方は
　一日も早く抹消の登録をしましょう。
　これを怠るといつまでも自動車税種別割が課せられる
ことになります。
　抹消の登録をすれば翌月からの税金が返ってきます。

4月1日現在の自動車の所有者（割賦販売の場合は使用者）に対して、5月初旬に
納税通知書をお送りしますので、必ず納期限（5月31日）までに納税をお願いします。

★転居される方は
　住所変更の登録をしましょう。
　住民票を移したからといって車
検証の住所は変更されません。

【お問い合わせ先】　但馬県民局  豊岡県税事務所  課税第１課　☎（0796）26-3628

　兵庫県では、地方税共同機構が運営する地方税ポータルシステム（ｅＬＴＡＸ：エルタックス）を利用し、インター
ネットによる法人県民税・法人事業税・特別法人事業税の電子申告及び電子納税をご利用いただけます。

【お問い合わせ先】　但馬県民局  豊岡県税事務所  課税第１課　☎（0796）26-3628

法人県民税・事業税、特別法人事業税の電子申告について
～申告・納税手続きがインターネットで簡単・便利に～

◎自宅やオフィスから手続きを行うことができます。
◎複数の地方公共団体に対する申告を、１回のデータ送信作業で行えます。
◎市販の税務会計ソフト（ｅＬＴＡＸ対応）で作成した申告データを利用できます。
◎地方税共通納税システムにより、複数の地方団体へ一括して納税ができます。
◎令和２年４月から、大法人（資本金が1億円超の法人等）が行う法人県民税・法人事業税の申告は、
ｅＬＴＡＸによる提出が義務化されています。
※詳細はｅＬＴＡＸホームページ又は兵庫県税務課ホームページをご覧下さい。

エルタックスで
申告・納税をしてね！

①

② ③
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令和６年度から
森林環境税（国税）の課税が始まります

令和６年度からの
個人住民税特別徴収税額通知の電子化について

■ 森林環境税とは
　平成31年3月に成立した「森林環境税および森林環境譲与税に関する法律」に基づき、令和６年度
から森林の整備およびその促進に関する施策の財源として、国内に住所を有する個人に対して一人
年額1,000円が課税される国税で、個人住民税（市町民税・県民税）と併せて市町が徴収します。

■ 個人住民税の均等割に係る加算の終了
　平成26年度から10年間にわたり、東日本大震災の教訓を踏まえた緊急防災・減災事業を推進するため、個人住民税
の均等割が臨時的に年額1,000円（市町民税、県民税にそれぞれ500円）加算されていましたが、令和5年度でこの臨
時的措置が終了します。
　よって、森林環境税分が増加する一方、個人住民税は減額となり、市町が徴収する税額に変わりはありません。

■ 特別徴収税額通知の受け取りについて
　eLTAX（エルタックス）を経由して給与支払報告書を提出する場合、特別徴収税額通知（特別徴収義務者用）につい
て、電子データ（電子署名ありの正本データ）での受け取りを選択できます。
　令和６年度からは、納税義務者用の通知も電子データでの受け取りが選択できるようになります。

■ 電子データによる受け取りを希望する場合
◎ eLTAXで給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受け取り方法を以下のとおり設定してください。
　　〇 特別徴収税額通知（特別徴収義務者用）：正本のデータを受け取る（正本のみ）
　　〇 特別徴収税額通知（納税義務者用）：電子データをeLTAXで受け取る
◎ 電子での受け取りを希望する場合、受給者番号の設定が必須です。
◎ 使用できない文字・文字列がありますので、仕様を確認の上、設定をお願いします。
　 注：納税義務者用を電子データで受け取る選択をした場合、書面による通知の発行はできません。

■ 特別徴収税額通知（特別徴収義務者用）の副本データ送付廃止について
　令和３年度の税制改正によって決定されたとおり、令和６年度より、特別徴収税額決定通知（特別徴収義務者用）にお
ける副本データの送付が廃止されます。
　「電子データ（副本）と紙（正本）」での受け取りができなくなり、「電子データ（正本）」または「紙（正本）」どちらか
での受け取りになります。
 

　光ディスクによる電子データ（副本）の提供も廃止されますので、電子データでの受け取りを希望する場合は、必ず
eLTAXで給与支払報告書を提出いただき、受取方法で電子データを選択してください。

現　在 令和6年度から①②のいずれかを選択
①紙（正本）を郵送で受け取る
②電子データ（正本）をeLTAXで受け取る
③紙（正本）を郵送で受取、電子データ（副本）をeLTAXで

受け取る

①紙（正本）を郵送で受け取る
②電子データ（正本）をeLTAXで
　受け取る
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　10月28日から29日の二日間にわたり、昨年に引き続きイオン
ショッピングセンター和田山店駐車場を会場に開催された“但馬ま
るごと感動市”に、和田山納税協会と共同でブースを出展しました。

　時折小雨の降るあいにくの天気でし
たが、豊岡税務署並びに豊岡県税事務
所の協力を得て実施した「小学生による
税の作品展」や「税金クイズ」などのイベ
ントには家族連れが多数訪れ、兄弟でクイズを解いたり、e-TaxのＰＲ
キャラクター“イータ君”が登場すると、小さな子供たちに大人気で写
真撮影の輪が広がり、税やe-Taxについて関心を高めてもらうこと
が出来ました。
　また、来場者の方々には花の種やティッシュペーパー等を配布する
など、納税協会の活動をＰＲする絶好の機会となりました。

公益社団法人  豊岡納税協会　 事　業　報　告
♦ 但馬まるごと感動市 で納税協会のＰＲ！！ ♦

♦ 記帳説明会 ♦

♦ 法人税・消費税　実務研修会 ♦

♦ 決算説明会 ♦

♦ 改正法人税法説明会 ♦

♦ 年末調整説明会 ♦

♦ 簿記教室 ♦

と　き	 令和５年10月５日
ところ	 但馬じばさんビル２階　第１交流センター
講　師	 豊能税務署　記帳指導推進官
	 下京税務署　特別記帳指導官
内　容	 記帳の仕方等について

と　き	 令和５年10月25日
ところ	 但馬じばさんビル４階　経営研修室
講　師	 下京税務署　審理専門官
内　容	 法人税等・消費税・源泉所得税の実務

と　き	 令和５年11月28日
ところ	 但馬じばさんビル２階　第１交流センター
講　師	 豊能税務署　記帳指導推進官
	 下京税務署　特別記帳指導官
内　容	 決算の仕方等について

と　き	 ①令和５年10月16日
	 ②令和５年10月17日
ところ	 ①新温泉町浜坂多目的集会施設
	 ②但馬じばさんビル２階	多目的ホール
講　師	 下京税務署　審理専門官
内　容	 令和５年度法人税法等の改正点について

と　き	 ①	令和５年11月20日　
	 ②	令和５年11月21日　
	 ③	令和５年11月22日　
ところ	 ①	新温泉町浜坂多目的集会施設
	 ②	香美町香住文化会館
	 ③	但馬じばさんビル２階	多目的ホール
講　師	 豊岡税務署及び各市町税務課担当者
内　容	 ＊	年末調整のしかたと

法定調書の作り方について
	 ＊	インボイス制度について

と　き	 令和５年９月21日～
	 10月26日（全６回）
ところ	 豊岡商工会議所　
	 会議室
講　師	 松本　法子	税理士
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税務は正規の税理士へ！！ 近畿税理士会豊岡支部会員
豊岡支部長　北　見　龍　彦

（五十音順）

飯田　真文 豊岡市若松町１−１０ ２３−５５１５
池口　好一 豊岡市千代田町７−９ ２３−６１３３
池口　達生 豊岡市千代田町７−９ ２３−６１３３
生駒　敬一 豊岡市弥栄町１−１０ ２３−６６８８
石原　隆志 豊岡市日高町土居４６３ ４２−５１５３
岩越　謙二 豊岡市城南町１９−１７ ２６−５２５０
奥澤　信之 新温泉町七釜１０７−１ ８２−５４０８
小倉　英明 豊岡市下陰２−３UDビル1階１０２ ２２−８２２０
片岡　宏之 香美町香住区香住１１３−１ ３６−１１８８
門脇　理恵 新温泉町浜坂２１４３−１０アクティプラザ ８２−４３４３
川添　　心 豊岡市立野町１９−２６ ２２−６２９１
岸本　伸正 豊岡市若松町１−１０ ２３−５５１５
北見　龍彦 豊岡市日高町松岡１８５−７ ４２−３０１０
小西　嗣廣 豊岡市中央町３−７ ２２−２８２９
齋藤　　彰 豊岡市京町６−１３ ２２−３６５４
作花　尚久 豊岡市寿町５−４ ２３−３９８７
作花　良祐 豊岡市寿町５−４ ２３−３９８７
竹田　　修 豊岡市若松町１−１０ ２３−５５１５
立花　大資 豊岡市出石町町分１５０−２ ５２−２３７５
立花　正敬 豊岡市出石町町分１５０−２ ５２−２３７５
田里　有香 豊岡市元町５−２８ ２２−０１０８
戸田　隆造 豊岡市日高町府市場６０３−１ ４２−０７６１
仲井　早苗 豊岡市泉町４−７ロワイヤル豊岡２０１ ２２−２７２４

中島　　章 豊岡市中陰５３５−６ ２３−６７６６
中島　佑樹 豊岡市中陰５３５−６ ２３−６７６６
長田　　徹 豊岡市戸牧８−６ ２９−２７５７
西田　　工 豊岡市日高町野々庄９１２−１ ４２−０７０２
西村　和彦 豊岡市立野町７−１０ ２３−２８２７
原　　圭介 豊岡市元町５−２８ ２２−０１０８
福山　　博 豊岡市日高町野々庄９１２−１ ４２−０７０２
藤田　健吉 豊岡市正法寺１３７−１ ２９−０３２１
藤田　則光 豊岡市正法寺１３７−１ ２９−０３２１
文垣　　基 豊岡市日高町池上１２８−８ ２０−８０９２
堀上　　勝 豊岡市大手町８−３α第２ビル２Ｆ ２２−４５１５
松岡　二郎 豊岡市若松町８−８ ２３−７７８８
松本　法子 豊岡市城南町５−９クールマンション１階

０９０−７１３３−２５８６
三木　邦彦 豊岡市正法寺６４５−６ ２３−８８３０
三木　泰典 豊岡市正法寺６４５−６ ２３−８８３０
森田　　優 新温泉町芦屋字西岡３３２−１ ８２−５０５５
山田　信宏 豊岡市上佐野１５９０−２ ２４−９９８８
吉田　賢一 豊岡市日高町松岡８１−１ ３４−９１５８
和田紗耶香 豊岡市弥栄町１−１０ ２３−６６８８

税理士法人 生駒　豊岡市弥栄町１−１０ ２３−６６８８
税理士法人 Ｔ−ＧＡＩＡ　豊岡市若松町１−１０ ２３−５５１５
税理士法人 ななほし会計 豊岡事務所　豊岡市立野町１９−２６２２−６２９１
ロイヤル税理士法人 北近畿事務所　豊岡市下陰2-3 UDビル1階102 ２２−８２２０

納税協会青年部会だより

★ 新入会員のご紹介
				（令和５年６月～令和５年12月入会まで）
青年部会に２名の新会員が入会しました。
どうぞ、よろしく！　　						（順不同・敬称略）
　		日　高　	糸乗　誠之	（神鍋林業）
　		城　崎　	田岡　浩典	（㈲三国屋）

♦ 第14回「青年の集い」京都大会 ♦♦ 北近畿青連協 研修交流会 ♦

♦ 研　修　会 ♦

と　き	 令和５年10月27日
ところ	 ホテルグランヴィア京都
内	容	 第一部　大会式典
	 第二部　青年部会活動の発表
	 第三部　講演会	
	 　　演題　未来を拓く企業理念経営
	 　　講師　オムロン株式会社
	 　　　　　名誉顧問　立石文雄	氏
	 第四部		意見交換会

と　き	 令和５年10月18日
ところ	 宮津市・伊根町
交流会	 伊根舟屋・酒蔵見学
意見交換会

と　き	 令和５年12月７日
ところ	 アール・ベル・アンジェ豊岡
講演会	 講師　豊岡税務署長　
	 　　　前田仁見	氏
	 演題　税務署員見聞録
意見交換会
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優 秀 作 品 中学生の「税についての作文」

　少し前まで税金とは、私たちの消費生活に負担を強
いるものだと思っており、特別興味はありませんでした。
しかし、冬の道路の除雪に税金が使用されていることを
知り認識が変わりました。
　私の住む町は、兵庫県の北部に位置する農山村地域
です。したがって日常生活において安心安全な国道や
県道、町道などは不可欠です。ところが、毎年、冬季は豪
雪にみまわれ一晩で積雪1メートルにも達することもあ
ります。そんな時は、登下校が困難になるばかりか公共
交通機関も麻痺してしまいます。そんな時は、除雪車が
動き道路や歩道の雪を除雪してくれます。しかし、狭い
道路は自動車一台がすれ違うことができる必要最小限
の除雪しかしてくれません。そのような除雪に疑問を持
ち祖父に「なぜ、雪がない状態の広さまで除雪をしてく
れないのか。」をたずねました。
　祖父は、その理由を丁寧に説明してくれました。除雪
は、多くの人たちが通勤や通学に道路を使用する前にし
なくては意味がありません。そうなると夜中からの作業
となります。作業する人は、積雪があるのに除雪車があ
る場所まで除雪されていない道路を行かなくてはなり
ません。そして、除雪車を一回稼働させると多くの燃料

近 畿 納 税 貯 蓄 組 合 総 連 合 会 会 長 賞 や人件費がかかります。私は、その事実に驚きました。
冬になると何も考えず何気なく通っていた除雪された
道路は、多くの人に守られていることを知りました。一冬
に何度も稼働する除雪車は、豪雪地域にとって必要な
ものです。しかし、その費用はどこから出ているのか不
思議に思いました。ホームページで調べてみると、その
費用は地方自治体が負担していることが分かりました。
私のところでは、道路を兵庫県や新温泉町などが管理
しています。その財源には、税金が使用されています。
もしも、自治体が除雪してくれないとなると除雪は、道
路の使用者負担になるのでしょうか。それとも住民が費
用を直接出し合うのでしょうか。そうなれば、冬になると
除雪されない地域がでてくるのではないのかと不安に
なりました。
　雪が降ると除雪をしてくれるのは当たり前であり、雪
が降っても道路には雪がなく通行できるものと思って
いる私がいました。この地域に住んでいる、多くの人が
同じような考えかもしれません。祖父の話を聞いて、冬
になると除雪車が動いて道路が除雪されて「私たちの
冬の日常が守られている」ことに感謝しないといけない
と思いました。
　税金の使い道を知ることで、税金から生まれる多くの
制度があることが分かります。そうなれば、税金の使途
の必要性に対しても納得がいきます。税金により生まれ
る制度やサービスが整っている国に生まれてきたこと、
それにより多くの社会的な豊かさが生まれ、幸せに生活
できることに感謝して生活していきたいです。

　 冬の日常を守る
新温泉町立夢が丘中学校　３年

樹　岡　菜　奈

◎ 応募状況 ◎

市 町 名
中学生の「税についての作文」 小学生の「税に関する書道・ポスター」

学校数 応募点数 応募割合
書　　道 ポスター

学校数 応募点数 学校数 応募点数
豊 岡 市 10校 575編 25.5％ 20校 650点 1校 2点
香 美 町 3校 129編 34.5％ 6校 28点
新 温 泉 町 2校 125編 39.3％ 5校 19点 1校 1点
合 　 計 15校 829編 28.1％ 31校 697点 2校 3点

納 税 協 会 か ら 新 刊 図 書 の ご 案 内
　　　　清文社発行の書籍を各種取り揃えています。在庫がない場合、お取り寄せいたします。　（すべて定価・税込）

令和6年3月申告用  所得税の確定申告の手引 　2,530円　
一目でわかる医療費控除 1,760円 消費税インボイス制度と申告書の書き方 2,420円
住宅ローン控除・住宅取得資金贈与のトクする確定申告ガイド 1,980円 消費税課否判定・軽減税率判定ハンドブック 2,420円
インボイス制度の仕入税額控除 3,080円 消費税簡易課税の税額計算と一目でわかる事業区分 2,750円
完全理解　消費税インボイス制度 2,200円 電子帳簿保存法の制度と実務 4,400円

お問い合せ・お求めは、公益社団法人 豊岡納税協会 まで
TEL 0796-22-3862／FAX 0796-24-2956

書道作品は過去最高の応募となりました！！

インボイス制度

関連書籍
続々発刊中 !!
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北 但 地 区 租 税 教 育 推 進 協 議 会 長 賞

豊
岡
小
学
校
　
六
年

高

橋

悠

人

八
条
小
学
校
　
六
年

谷

口

凛

華

八
条
小
学
校
　
六
年

宮

垣

朱

里

三
江
小
学
校
　
六
年

岡

本

笑

美

田
鶴
野
小
学
校
　
五
年

仲

島

英

里

五
荘
小
学
校
　
六
年

平
　
沼
　
優
　
芽

新
田
小
学
校
　
六
年

根

岸

悠

奈

新
田
小
学
校
　
五
年

伊

勢

梓

美

新
田
小
学
校
　
五
年

水

田

仁

夏

城
崎
小
学
校
　
六
年

谷

垣

栞

莉

日
高
小
学
校
　
六
年

勝
　
地
　
も
も
か

清
滝
小
学
校
　
六
年

安

岡

奏

空

弘
道
小
学
校
　
六
年

徳

網

唯

果

小
坂
小
学
校
　
六
年

中

瀬

愛

佳

柴
山
小
学
校
　
五
年

寺

川

寧

々

田
鶴
野
小
学
校
　
五
年

秦
　
　
　
美
　
惺

五
荘
小
学
校
　
六
年

上

坂

眞

世

五
荘
小
学
校
　
六
年

岡
　
下
　
　
　
創

五
荘
小
学
校
　
六
年

木

村

知

溜

五
荘
小
学
校
　
六
年

谷
　
口
　
さ
く
ら

城
崎
小
学
校
　
五
年

水

野

志

保

竹
野
小
学
校
　
六
年

伊

藤

葉

那

竹
野
小
学
校
　
五
年

與

田

海

晴

府
中
小
学
校
　
六
年

田
結
庄
　
一
　
華

城
崎
小
学
校
　
五
年

谷
　
垣
　
　
　
感

長
井
小
学
校
　
六
年

平
　
野
　
友
莉
瑛

小
代
小
学
校
　
六
年

井

上

恵

翔

浜
坂
東
小
学
校
　
五
年

森

上

天

登

温
泉
小
学
校
　
六
年

山

地

真

由

照
来
小
学
校
　
六
年

井
　
上
　
　
　
駿
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豊 岡 納 税 貯 蓄 組 合 連 合 会 会 長 賞

豊
岡
小
学
校
　
六
年

上
　
田
　
　
　
英

豊
岡
小
学
校
　
六
年

茂

上

侑

香

豊
岡
小
学
校
　
五
年

竹

中

想

眞

八
条
小
学
校
　
六
年

玉

島

美

玖

八
条
小
学
校
　
五
年

門

間

咲

奈

五
荘
小
学
校
　
六
年

中

島

咲

穂

五
荘
小
学
校
　
六
年

山

本

咲

帆

五
荘
小
学
校
　
五
年

大

上

七

海

五
荘
小
学
校
　
五
年

相
　
良
　
叶
　
音

新
田
小
学
校
　
五
年

梶

川

琉

有

日
高
小
学
校
　
六
年

稲
　
場
　
崇
一
郎

日
高
小
学
校
　
五
年

伊

藤

百

音

三
方
小
学
校
　
五
年

谷

垣

悠

人

弘
道
小
学
校
　
六
年

井

上

羽

菜

弘
道
小
学
校
　
六
年

樋

口

愛

実

三
江
小
学
校
　
五
年

石

谷

大

和

田
鶴
野
小
学
校
　
五
年

松

原

咲

菜

五
荘
小
学
校
　
六
年

片

岡

優

結

五
荘
小
学
校
　
六
年

田

中

志

歩

五
荘
小
学
校
　
六
年

田
　
中
　
麻
菜
美

新
田
小
学
校
　
五
年

坂

田

紘

規

神
美
小
学
校
　
六
年

足

立

紗

依

竹
野
小
学
校
　
五
年

足

立

大

河

府
中
小
学
校
　
五
年

清

水

凛

空

八
代
小
学
校
　
五
年

朝

尾

莉

凪

弘
道
小
学
校
　
五
年

清
　
水
　
こ
は
る

福
住
小
学
校
　
五
年

坂

田

夢

菜

小
野
小
学
校
　
六
年

川

中

夢

粋

香
住
小
学
校
　
五
年

膳
　
所
　
ハ
ル
ヒ

長
井
小
学
校
　
六
年

原
　
　 

亜
柚
香
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姫路支社/姫路市豊沢町135（姫路大同生命ビル4F）
TEL 079-282-2515

神戸支店/神戸市中央区小野柄通3-2-22富士火災神戸ビル3F
TEL 078-570-4300

但馬県民局長賞

近 畿 納 税 貯 蓄 組 合 総 連 合 会 長 感 謝 状全国納税貯蓄組合連合会長
感謝状

公益社団法人
豊岡納税協会会長賞

豊岡市立竹野小学校豊岡市立新田小学校豊岡市立三江小学校豊岡市立港中学校

射
添
小
学
校
　
六
年

古
　
川
　
あ
さ
ひ

府
中
小
学
校
　
五
年

西
　
田
　
ち
　
な

日
高
小
学
校
　
五
年

柿
　
本
　
彩
　
衣

豊岡納税貯蓄組合
連合会会長賞
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